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令 和 ８ 年 度 一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画  

 

第１ 一般廃棄物処理区域の状況 

 

  １  区   域  鳥栖市全域 

 

  ２  一般廃棄物の排出量及び計画収集量 

   (1)  ご    み 

種 類 令 和 ７ 年 度 排 出 量 ( ㌧ ／ 年 ) 令 和 ８ 年 度 計 画 収 集 量 ( ㌧ ／ 年 ) 

可 燃 ご み ２１，５７６ｔ ２０，８６２ｔ 

不 燃 ご み ２９７ｔ ３００ｔ 

粗 大 ご み １，６０１ｔ １，４５０ｔ 

資 源 ご み ３，１４８ｔ ３，２７４ｔ 

有 害 ご み １６ｔ １１ｔ 

     

   (2)  し    尿 

種 類 令 和 ７ 年 度 排 出 量 ( k l ／ 年 ) 令 和 ８ 年 度 計 画 収 集 量 ( k l ／ 年 ) 

し 尿 ２，５０４kl ２，５０４kl 

浄 化 槽 汚 泥 １，６４６kl １，６４６kl 

     

  ３  一般廃棄物の処理主体及び処理方法 

   (1) ご    み 

種 類 
収集・運搬

の主体 

中 間 処 理 最 終 処 分 

処 理 主 体 処理方法 処 理 主 体 処理方法 

家

庭

系

ご

み 

可燃ごみ 市(委託) 
佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
焼 却 処 理 

佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
資 源 化 

不燃ごみ 市(委託) 
佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
破砕・選別 

佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
資 源 化 

粗大ごみ 
･市(委託) 

･自己搬入 

佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
破砕・選別 

佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
資 源 化 

資源ごみ 市(委託) 
佐賀県東部環境施設

組合（委託） 

選別・圧縮 

梱包 

佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
資 源 化 

有害ごみ 市(委託) 
佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
選別・梱包 

佐賀県東部環境施設

組合（委託） 
資 源 化 

事 業 系 ご み 
･自己搬入 

･許可業者 

市の処理施設に搬入されたごみは、ごみの種類ごとに一般家庭の 

ごみと同じ処理を行う。 

※ 有害ごみは、乾電池・蛍光管・水銀体温計の３品目 

 

 



- 2 - 

(2) し    尿 

種 類 
収集・運搬の

主 体 
中 間 処 理 

最 終 処 分 

処 理 主 体 処 理 方 法 

し 尿 許 可 業 者 
鳥栖市し尿等受入施設で受入れ

後 、 下 水 道 施 設 に 投 入 
市(委託) 発 酵 肥 料 化 

浄 化 槽 汚 泥 許 可 業 者 
鳥栖市し尿等受入施設で受入れ

後 、 下 水 道 施 設 に 投 入 
市(委託) 発 酵 肥 料 化 

 

第２  一般廃棄物処理計画 

１  排出抑制計画 

(1) 指定ごみ袋制度 

家庭系ごみは処理費用の応分の負担を求める目的と同時に減量・リサイクルを目指し、市が

指定した有料の｢鳥栖市指定ごみ袋｣を利用して排出する。 

(2) 広報・啓発 

ア ごみに対する意識の高揚を図るため、市民全般に対する広報紙のごみ特集号、ごみ収集日

程表、事業者向けパンフレット、平成２８年１０月から「スマートフォンごみアプリ」を運

用開始するとともに環境教育の一環とした小学生向け環境出前講座の実施等積極的に広報・

啓発活動を行う。その他、ごみ減量や資源化に積極的に取り組む事業者及び市民の活動内容

等を広報する。 

イ 佐賀東部クリーンエコランドの施設見学等の推進や環境教育を普及することにより、環境

に配慮した考え方のできる人づくりを進める。 

(3) 生ごみの減量化・減容化 

家庭からでる生ごみの自己処理・堆肥化等を促進するために、生ごみ処理機（電動生ごみ処

理機、生ごみ処理容器及びディスポーザ）の購入者に補助金を交付する。 

 (4) 資源物の回収・回収活動の奨励 

ア 資源物拠点回収事業 

資源物再生利用の推進を目的に、資源物広場を拠点として古紙類（新聞紙、雑誌、ダンボ

ール、飲料用紙容器）、ビン類（一升ビン、ビールビン、無色ビン、茶色ビン、その他の色

のビン）、缶類 （アルミ缶、スチール缶)、ＰＥＴボトル、家庭用廃食用油、電球・蛍光管・

乾電池・水銀体温計、容器包装プラスチック、白色トレイ及び古繊維の回収を行う。また、

まちづくり推進センターへの古紙回収ボックス設置により、市民が容易に資源物を出せる環

境整備を進める。 

イ 資源物コンテナ収集 

資源物再生利用の推進を目的に、コンテナを用いた資源物（無色ビン、茶色ビン、その他

のビン、スプレー缶、電球・蛍光管・乾電池、水銀体温計、ビールビン、一升ビン、アルミ

缶、スチール缶、ＰＥＴボトル、家庭用廃食用油）の分別収集を行う。また、対象品目の追

加による資源物回収方法の拡充を進める。 

ウ 資源回収の推進 

地域住民団体が実施する資源物（新聞、雑誌類、ダンボール、飲料用紙容器、古繊維類）
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の集団回収を推進するため、回収団体に対し、回収量に応じて奨励金を交付する。 

 

(5) 事業系ごみ減量対策の実施 

ア 収集運搬許可業者及び事業者が搬入するごみの内容をチェックし、搬入時の指導監視体制

の継続的かつ重点的な強化を図り、産業廃棄物・資源物等の混入防止と排出事業所に対する、

排出抑制と適正処理の指導、協力要請を行う。 

イ 事業者に対して、ごみの減量化及び資源化に対する意識の向上を図るため訪問調査等にお

いて指導、助言を行い、事業系一般廃棄物の減量化及び資源化を促進する。 

ウ 「食品循環資源の再生利用の促進に関する法律（食品リサイクル法）」の趣旨や内容の普

及啓発に努め、民間施設での資源化など食品関連事業者等の自主的・主体的な取り組みを促

進し、事業所から排出される生ごみの減量を進める。 

なお、魚あらについては、福岡魚滓処理対策協議会を通じ、民間施設で資源化に努める。 

(6) 不法投棄防止対策 

不法投棄防止について市民・事業者へ周知を図るとともに，不法投棄防止パトロールや  

カメラによる監視活動等を強化する。また，地域・警察と連携を図りながら不法投棄させない

まちづくりを推進する。 

 

 ２  収集運搬計画 

 (1)  区  域  鳥栖市全域 

(2) 収集回数、収集方法等 

   ア ご   み 

種 類 収 集 回 数 収 集 方 法 収集容器等 

家

庭

系

ご

み 
可 燃 ご み 週 ２ 回 ス テ ー シ ョ ン 方 式 指 定 ご み 袋 

不 燃 ご み 月１～２回 ス テ ー シ ョ ン 方 式 指 定 ご み 袋 

資 源 ご み 月１～２回 ス テ ー シ ョ ン 方 式 コ ン テ ナ 

有 害 ご み 月１～２回 ス テ ー シ ョ ン 方 式 コ ン テ ナ 

粗 大 ご み 月 １ 回 戸 別 収 集 方 式 指 定 シ ー ル 

事 業 系 ご み 

事業者が鳥栖・三養基西部リサイクルプラザに直接搬入する

か、市が指定した一般廃棄物収集運搬許可業者（可燃ごみ収集

運搬）に依頼する。 

◆ 家庭系ごみは、決められた日時、場所に排出するよう徹底する。 

◆ 事業系ごみは、少量（１日の平均排出量が１０ｋｇ未満）である等、諸条件下で一

般家庭のごみと同じ方法で排出することができる。  

こ れ を 上 回 る 場 合 は 、 許 可 業 者 に 依 頼 す る も の と す る 。  
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   イ し 尿 

種 類 収 集 回 数      収  集  方  法 

し    尿 月 １ ～ ２ 回 戸 別 収 集 方 式 

浄 化 槽 汚 泥       年１回以上 戸 別 収 集 方 式 

  

(3) 収 集 運 搬 業 者 の 概 要  

   ア 委 託 業 者 （ 一 般 家 庭 か ら 排 出 さ れ る ご み の 処 理 業 者 ）  

業    者    名 委  託  業  務  の  内  容 

㈲ 鳥 栖 環 境 開 発 綜 合 セ ン タ ー  
可 燃 ご み 収 集 運 搬 、 粗 大 ご み 収 集 運 搬  

資 源 ・ 不 燃 ・ 有 害 ご み 収 集 運 搬  

   

 イ 許可業者(鳥栖市内の事業所から排出されるごみの収集運搬業者) 

業 者 名 許 可 業 務 の 内 容 許可車両台数 

１ ㈲鳥栖環境開発綜合センター 
事業系可燃ごみ・粗大ごみ・

特定家電収集運搬 
１７台  

２  栄 和 産 業 ㈱  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 ３台  

３  ㈲ 荒 巻 商 店  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

４  ㈲ ウ ラ カ ワ  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 ５台  

５  ㈲ ヨ シ ダ ク リ ー ン シ ス テ ム  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

６  ㈲ 国 土 環 境 美 装  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

７  ㈲ユーロトランス 事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

８  
㈲ ク リ ー ン ア ン ド グ リ ー ン

カ ン パ ニ ー  
事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 ４台  

９  ㈲ 九 州 ダ ス ト サ ー ビ ス  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

１ ０  ㈱ 大 和 総 業  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

１ １  ㈱ 寺 松 物 流  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 ３台  

１ ２  ㈲ 西 部 広 域 環 境 事 業 組 合  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

１ ３  ㈲ 開 成 商 事  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

１ ４  ㈲ 環 境 開 発 セ ン タ ー  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 ２台  

１ ５  鶴 田 産 業  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

１ ６  吉 永 商 店 ㈱  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 １台  

１ ７  ㈲ 八 興 環 境  事 業 系 可 燃 ご み 収 集 運 搬 ２台  

※ 令和８年度当初現在で上記１７社となっており、市内の事業系ごみを収集運搬するうえで、

十分な器材及び人員を確保できていると判断し、令和８年度中の新規参入は認めない。 

また、許可業者に対し、処理施設への搬入量が少量で、かつ、搬入回数が少ない業者等に

ついては、搬入量に応じた許可内容（車両数等）への見直しを実施する。 
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ウ 許可業者(し尿、浄化槽等) 

業    者    名 許  可  業  務  の  内  容 許可車両台数 

㈲鳥栖環境開発綜合センター  
し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 収 集 運 搬  

１６台 
浄 化 槽 清 掃  

※  十分な器材及び人員を確保できていると判断し、令和８年度中の新規参入は認めない。 

 
 

   エ 許可業者（木くず） 

業 者 名 許 可 業 務 の 内 容 許可車両台数 

１ ㈱篠原建設 
木 製 パ レ ッ ト を 除 く 

木 く ず の 収 集 運 搬 
４台  

２  ㈲ 執 行 チ ッ プ 工 業  〃 １台  

   ※ 許可の条件・・・区域は市内契約事業所に限る。 

 

   オ 許可業者（魚あら） 

業    者    名 許  可  業  務  の  内  容 許可車両台数 

福岡魚滓集荷協同組合  魚 あ ら の 収 集 運 搬  ２台 

 

 カ その他許可業者 

     他市町から一般廃棄物を鳥栖市内の処理施設へ持ち込む業者（全４０業者）へ一般廃棄物

収集運搬業許可を出している。 

※  鳥栖市内における収集業務は許可していない。 

 
 

  (2)  直接搬入（鳥栖・三養基西部リサイクルプラザへ持込）できないごみ  

区     分 ご  み  の  種  類 

家 電 リ サ イ ク ル 法 対 象 品 目  
テ レ ビ 、 冷 蔵 庫 、 冷 凍 庫 、 洗 濯 機 、 衣 類 乾 燥 機 、

エ ア コ ン  

有 害 物 質 を 含 む 物  農 薬 、 薬 品 類 、 塗 料 等  

危 険 性 の あ る 物  ガ ス ボ ン ベ 、 消 火 器 等  

引 火 性 の あ る 物  火 薬 、 廃 油 (機 械 用 オ イ ル ) 等  

悪 臭 を 発 す る 物  堆 肥 等  

容 積 、 重 量 の 大 き い 物  
農 業 用 機 械 類 、 農 業 用 ビ ニ ー ル ハ ウ ス 、 バ イ ク 、

ス ク ー タ ー 、 自 動 車 部 品 等  

適 正 処 理 困 難 物  タ イ ヤ 等  

その他処理に支障のある物 土 、 砂 、 廃 材 、 焼 却 灰 等  
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第３ 中間処理計画 

 １ 一般廃棄物の処理内訳 

(1) 佐賀県東部環境施設組合 

廃棄物 

の種類 

処理量（㌧／年） 

佐賀東部クリーンエコランド 

（２市３町） 

鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ 

（２市３町） 

可燃ごみ ４２，３１８ｔ ― 

粗大ごみ 

不燃ごみ 
―  ３，９４４ｔ 

資源ごみ ―  ２，１５３ｔ 

 

 (2) 鳥栖市し尿等受入施設 

廃 棄 物 の 種 類  処 理 量 (kl／年) 

し 尿  ２，４９８kl 

浄 化 槽 汚 泥  １，６６０kl 

  

 

 (3) ㈲鳥栖環境開発綜合センター  

施 設 の 種 類  市  内  市  外  合  計  

メ タ ン 発 酵 施 設  ７ ６ ㌧  ３ ６ ２ ㌧  ４ ３ ８ ㌧  

生 ご み 処 理 施 設  ７ ６ ㌧  ３ ６ ２ ㌧  ４ ３ ８ ㌧  

 

２ 処 理 施 設 の 概 要  

 (1) ご み 焼 却 施 設  

区  分 佐賀東部クリーンエコランド 

所 在 地         鳥栖市真木町３９番地１ 

公 称 能 力         １７２㌧／日（８６㌧×２基） 

処 理 方 法         ストーカ炉式（全連続燃焼式焼却炉） 
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(2) 不 燃 物 処 理 施 設  

区  分 鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ 

所 在 地         三養基郡みやき町大字蓑原４４３２番地 

公 称 能 力          ４７㌧／日（５時間） 

粗大・不燃ごみ 低 速 ２ 軸 式 破 砕 ＋ 高 速 回 転 式 破 砕 ＋ 機 械 選 別  

缶  類 機 械 選 別 ＋ 圧 縮 成 形  

ペットボトル 

その他プラ 
手 選 別 ＋ 圧 縮 梱 包  

び ん 類 手 選 別  

紙  類 圧 縮 成 形  

白色トレイ・古布 保  管  
(3)   

 

(3) し 尿 処 理 施 設  

区  分 鳥 栖 市 し 尿 等 受 入 施 設  

所 在 地         鳥 栖 市 真 木 町 １ ２ ０ ７ 番 地 １  

公 称 能 力         ２０kl／日 

処 理 方 法         鳥 栖 市 し 尿 等 受 入 施 設 で 受 入 れ 後 、 下 水 道 施 設 に 投 入  

    

３ 許可施設の概要 

(1) (有)鳥栖環境開発綜合センター 

施 設 の 種 類 廃 棄 物 の 種 類 処 理 能 力 施 設 の 場 所 処 理 方 式 

ごみ汚泥消化処理施設 
ごみ汚泥 

（ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ汚泥） 
4.6ｔ/日（24h） 

鳥栖市轟木町 

９２６-1 
消化処理方式 

生 ご み 処 理 施 設 

( ７ 基 ) 

生ごみ、木くず、 

ごみ汚泥、 

し尿処理施設残渣 

１基あたり 

3.5ｔ/日（24h） 

鳥栖市轟木町 

926-1、927-1、

927-4 

高速発酵堆肥化

処理方式 

発 泡 ス チ ロ ー ル 

溶 融 処 理 施 設 
発泡スチロール 800kg/日（8h） 

鳥栖市轟木町 

９２６-1 
熱風式減容方式 

廃食用油再生処理施設 廃食用油 1.0ｔ/日（24h） 
鳥栖市轟木町 

９２６-2 
ﾒﾁﾙｴｽﾃ ﾙ化方式 

メ タ ン 発 酵 施 設 生ごみ 7.6ｔ/日（24h） 

鳥栖市轟木町

912-1、912-7、

927-1 

メタン発酵方式

（ 湿 式 ） 

し 尿 処 理 移 設 残 渣 

乾 燥 処 理 施 設 

ごみ汚泥 

し尿処理施設残渣 
4.0ｔ/日（8h） 

鳥栖市轟木町 

929-3、930-3 

破砕攪拌装置付

回転乾燥方法 
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(2) （株）篠原建設 

施 設 の 種 類 廃 棄 物 の 種 類 処 理 能 力 施 設 の 場 所 処 理 方 式 

木 く ず 破 砕 機 
根 株 、 伐 採 木 、

末 木 枝 条 、 草  
800 ㎥/日(8h) 

鳥栖市河内町

２５４９ 
破 砕 

が れ き 破 砕 機 
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ、

ス レ ー ト 材  
1,792ｔ/日 

鳥栖市河内町

2551-１ 
〃 

石 膏 ボ ー ド 破砕機 石 膏 ボ ー ド  4.0ｔ/日 
鳥栖市河内町

2551-１ 
〃 

篠 原 建 設 

最 終 処 分 場 
が れ き 類   392,596 ㎥ 

鳥栖市河内町 

2549、2551－1 

最 終 処 分 場 

（ 管 理 型 ） 
 

  

(3) (有)執行チップ工業 

施 設 の 種 類 廃 棄 物 の 種 類 処 理 能 力 施 設 の 場 所 処 理 方 式 

木 く ず 破 砕 機 
根 株 、 伐 採 木 、

末 木 枝 条 、 草  
74ｔ/日（8h） 

鳥栖市江島町

3192 番 1 及び

3193 番 

破 砕 

※  災害廃棄物については、迅速、かつ、適正な処理を確保し、生活環境の保全及び   

公衆衛生上の支障を防止するため、現在の許可業者では処理できないような性状・  

廃棄物量が発生することを考慮し、大規模災害が発生して、既存の業者で十分な器材

及び人員を確保できない場合、処理業の許可（臨時的な許可も含む）を検討することとする。 

 

第４ 最 終 処 分 計 画  

 １ 焼却灰の処理内訳（ ２ 市 ３ 町 全 体 ）  

区   分 
UBE 三 菱 セ メ

ン ト 株 式 会 社  

UBE 三 菱 セ メ

ン ト 株 式 会 社  

UBE 三 菱 セ メ

ン ト 株 式 会 社  

太 平 洋 セ メ ン

ト 株 式 会 社  

処 理 地 

福岡県北九州市

八幡西区洞南町

1-1 

福岡県京都郡苅

田町長浜町7番

地 

山口県宇部市大

字小串1978番地

7 

大分県津久見市

合ノ元町2-1 

焼 却 飛 灰 

処 理 量 ( ㌧ ／ 年 ) 
１ ， ８ ０ ０ ㌧  １ ， ０ ０ ０ ㌧  ５ ０ ㌧  １ ， ８ ０ ０ ㌧  

 ※  佐 賀 県 東 部 環 境 施 設 組 合 で 発 生 し た 焼 却 灰 は 、 UBE 三 菱 セ メ ン ト 株 式 会 社 及

び 太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社 に て 、 セ メ ン ト の 原 料 と な る 。  

 

２  飛 灰 の 処 理 内 訳 （ ２ 市 ３ 町 全 体 ）  

区   分 三 池 製 錬 株 式 会 社  
太 平 洋 セ メ ン ト 株

式 会 社  

処 理 地 
福岡県大牟田市新開

町2-1 

大分県津久見市合ノ

元町2-1 

焼 却 飛 灰 

処 理 量 ( ㌧ ／ 年 ) 
５ ２ ０ ㌧  １ ０ ４ ０ ㌧  

※  佐 賀 県 東 部 環 境 施 設 組 合 で 発 生 し た 焼 却 灰 は 、三 池 製 錬 株 式 会 社 に て 、焼 成

処 理 さ れ 、亜 鉛 、銅 、鉛 等 が 回 収 さ れ る 。ま た 、太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社 で は

セ メ ン ト の 原 料 と な る 。  


